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関東信越税理士政治連盟は７月３日、ザ・キャ
ピトルホテル東急（千代田区）において第57回
定期大会を開催した。本年は、新型コロナウイ
ルス感染症の流行前の定期大会と同様に来賓を
招待し、代議員250人中、218人の出席（内、委
任状出席は106人）を得て、盛大に開催した。
冒頭、物故会員に対する黙とうを行い、続い
て大石敬副会長の開会のことば、小林会長のあ
いさつ、大山博之関東信越税理士会会長から祝
辞の後、議長に江本英仁顧問、副議長に若山実
副会長が選出され、議事に入った。
大会に上程された議案はすべて原案のとおり
可決承認され、議事終了後、代議員代表者６人
から大会決議文の朗読が行われた。
続いて、太田直樹日税政会長をはじめ、来賓
から祝辞があった。その後、税理士会会員でも
ある若林健太衆議院議員（自民党・長野１区）
から国政報告があり、秋山典久副会長の閉会の
ことばをもって大会は終了した。

懇親会では、54人の国会議員（代理含む）か
らあいさつがあり、参加者との懇談が行われた。

関東信越税理士政治連盟

第57回　定期大会を開催
全議案を可決承認

会場風景

大山関東信越税理士会会長あいさつ

小林会長あいさつ
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大　会　決　議
一、われわれは、税理士制度の発展と、納税者のための真の代表を国会に送るため強力な運動を

展開する。
二、われわれは、納税者に信頼される税理士制度の確立を目指して強力な運動を展開する。
三、われわれは、公正な税制の確立及び税務行政改善のため強力な運動を展開する。
四、われわれは、税制改正に際し、中小企業者に過重な負担をもたらすことのないよう強力な運

動を展開する。
五、われわれは、規制改革の動向を注視し、税理士会への強制入会制と税理士業務の無償独占堅

持のため強力な運動を展開する。
六、われわれは、税理士の業務に重大な影響を及ぼす動向に対して強力な運動を展開する。

※第57回定期大会の議案書は、関税政ホームページ（http://www.kanzeisei.jp/）に全文掲載されています。

国政報告　若林健太衆議院議員 名倉東京税政連会長

三堀東京地方税政連会長

太田日税政会長

平野千葉県税政連会長 大石副会長　開会のことば

秋山副会長　閉会のことば 江本議長（左）、若山副議長（右）
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本年４月より２期目の会長を拝命しておりま

す小林でございます。

本日は、お忙しい中、日本税理士政治連盟太

田会長はじめ、関東三連盟の会長及び幹事長、

関連組織代表の方々にお越しいただき第57回定

期大会が盛大に行われる運びになりましたこと

誠にありがとうございます。

本年５月８日に新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に移行され、その制限も解除されて

従前の活動が取り戻せています。本日の定期大

会も会場は昨年と同じですが、人数制限等規模

の縮小は行わず、このように多くの代議員の皆

さまに出席していただき行えますことを大変喜

ばしく感じております。

令和４年度の関税政会務についてご報告させ

ていただきます。昨年の定期大会において関税

政会務にあたり３つの重点をお話しさせていた

だきました。１つ目は、税理士会との連携です。

税理士会の定期総会をはじめ理事会にも陪席さ

せていただき常に情報交換をしてより強固な連

携を図っていると考えております。また、税理

士会関連組織長での協議会を設けていただき出

席しております。２つ目は、財政の在り方等現

状の問題点と今後の改善についてですが、「会

務執行検討特別委員会」の答申を受けて令和５

年２月の幹事会で旅費規程とウェブ会議運用指

針を新設し、３月の臨時大会において規約の一

部変更が行われました。関税政及び各県税政連

の財務体質の強化については持ち越され、本年

度の課題といたしました。３つ目は、国会議員

の皆さまへの陳情活動でございますが、コロナ

禍ということもあり例年どおりの陳情とはなり

ませんが、７月から９月にかけて令和５年度税

制改正要望を手交して陳情を行っていただき、

10月17日には議員会館において一斉陳情を行っ

ていただきました。現在６県で53の税理士によ

る後援会があり、昨年は山口すすむ及び穂坂や

すし国会議員後援会が設立されその他２件の首

長後援会も設立されました。昨年７月の第26回

参議院議員通常選挙において８名の推薦候補者

全員が当選いたしました。各県税政連の皆様方

の活発な活動があってのことと感謝しておりま

す。

さて、今年度は、アフターコロナとなり働き

方やデジタル化等、経済情勢は大きく変貌し、

税理士を取り巻く環境も大きく変化してきてお

ります。関税政の会務においてもこの様な変化

に対応して執行部が一致団結して進めていきた

いと考えております。

結びに、本日の議案の慎重審議をお願いする

とともに、皆さま方の、ご健勝、ご多幸、ご繁

栄をご祈念申し上げまして、ごあいさつとさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

定期大会あいさつ
関東信越税理士政治連盟

　会長　小　林　俊　一
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本日は、関東信越税理士政治連盟の第57回定
期大会開催に心からお慶び申し上げます。また、
日ごろから日本税理士政治連盟の会務運営に対
し、格別のご高配を賜り深謝申し上げます。
コロナ禍という我慢の状況が３年以上続いて
おりますが、５月８日に５類に移行し、対面に
よる行事が続々と復活し、終わりのきざしが見
えてきた気がいたします。今年度の定期大会は、
ご招待いただきありがとうございます。関東信越
税理士政治連盟におかれましても、執行部の皆
様には、困難な状況もあったことと思いますが、
会務を執行されておられることに感謝申し上げ
ます。このような状況の中、税理士政治連盟は
重要な課題に対応していかなければなりません。
この場をお借りして、日税政の諸課題につい
て現状の一端をご報告させていただきます。
まずは、税制改正への対応について申し上げ
ます。
令和５年度税制改正では、インボイス制度の見

直し、相続税と贈与税の一体課税、災害損失に
ついて特定災害により住宅・家財等に損失が生じ
た場合の雑損控除の繰越控除期間が３年間から５
年間へ延長など、多くの要望が実現しました。
この成果をあげることができたのは、単位税
理士政治連盟や税理士による国会議員等後援会
に積極的に活動いただいたものであり、感謝申
し上げます。
日税連が、６月22日の理事会において、「令和

６年度・税制改正に関する建議書」を機関決定
したことを受け、翌23日幹事会を開催し、「令和
６年度・税制改正に関する要望書」を機関決定
いたしました。今回は、①中小法人の配当促進
税制の整備及び役員給与税制の見直し②消費税
の非課税取引の範囲の見直し及び軽減税率制度
の廃止③基礎的な人的控除のあり方と所得計算
上の控除から基礎控除へのシフト、の３つを重
要項目としてあげています。税制建議は、税政

連の活動により実現してこそ、机上のものではな
く現実の意義あるものとなります。日税政は、こ
れまで以上にスピード感を持った迅速な対応に
努め、税制建議の実現を強く訴えてまいります。
関東信越税理士政治連盟におかれましても、改
めてご理解とご協力をお願い申し上げます。
そして、国政選挙への対応について申し上げ
ます。昨年７月に行われた第26回参議院議員通
常選挙では、日税政推薦候補者73人中66人が当
選する90％を超える当選率となり、日頃の活動
の成果が出せたと分析しております。一昨年令
和３年10月の衆議院選挙でも当選率は90％を超
えており、国政選挙において良い結果が続いて
おります。次の国政選挙は令和７年夏まで行わ
れない可能性がありますが、政治は一寸先がわ
かりません。国政選挙への対応は、税政連に
とって最も重要な活動です。全国の税政連の皆
様の力を結集し全力で取り組まなければなりま
せん。次期国政選挙においても、税政連の推薦
議員を一人でも多く国会に送るため、関東信越
税理士政治連盟におかれても、より一層のご理
解とご協力をお願い申し上げます。
さて、税政連の意義と役割がより重要になる
一方、税政連組織の強化や後援会活動の活性化
が喫緊の課題となっております。税理士政治連
盟の目的は、税理士会の要望実現であり、税政
連活動の成果はすべての税理士会会員が等しく
享受します。すべての税理士が税政連の活動に
ご理解いただき、誇りと使命感を持って活動に
参加していただけるよう、日税政は単位税政連
の皆様と英知を結集して取り組んでまいります。
今後も、会員の皆様には、税理士政治連盟の
活動に対して、より一層のご理解とご協力をお
願い申し上げますとともに、本日ご参会の皆様
のご健勝と貴連盟の益々のご発展を切にお祈り
いたしまして、祝辞といたします。

祝　　辞
日本税理士政治連盟

　会長　太　田　直　樹
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　＜衆議院＞　　
　議員名	 選挙区	 　政　党
福島　伸享○	 茨城１区	 無 所 属
額賀福志郎	 茨城２区	 自由民主党
葉梨　康弘○	 茨城３区	 自由民主党
梶山　弘志	 茨城４区	 自由民主党
永岡　桂子	 茨城7区	 自由民主党
石川　昭政○	 比例北関東	 自由民主党
石井　啓一○	 比例北関東	 公明党
簗　　和生	 栃木３区	 自由民主党
五十嵐　清	 比例北関東	 自由民主党
藤岡　隆雄○	 比例北関東	 立憲民主党
中曽根康隆○	 群馬１区	 自由民主党
井野　俊郎	 群馬２区	 自由民主党
笹川　博義	 群馬３区	 自由民主党
福田　達夫○	 群馬４区	 自由民主党
小渕　優子○	 群馬５区	 自由民主党
尾身　朝子○	 比例北関東	 自由民主党
福重　隆浩	 比例北関東	 公 明 党
村井　英樹	 埼玉１区	 自由民主党
新藤　義孝	 埼玉２区	 自由民主党
黄川田仁志	 埼玉３区	 自由民主党
穂坂　　泰○	 埼玉４区	 自由民主党
枝野　幸男○	 埼玉５区	 立憲民主党
大島　　敦○	 埼玉６区	 立憲民主党
柴山　昌彦○	 埼玉８区	 自由民主党
大塚　　拓	 埼玉９区	 自由民主党
山口　　晋○	 埼玉10区	 自由民主党
三ツ林裕巳○	 埼玉14区	 自由民主党
牧原　秀樹	 比例北関東	 自由民主党
輿水　惠一○	 比例北関東	 公 明 党
小宮山泰子○	 比例北関東	 立憲民主党
高橋　英明	 比例北関東	 日本維新の会
西村智奈美	 新潟１区	 立憲民主党
梅谷　　守	 新潟６区	 立憲民主党
髙鳥　修一	 比例北陸信越	 自由民主党
塚田　一郎○	 比例北陸信越	 自由民主党

鷲尾英一郎	 比例北陸信越	 自由民主党
泉田　裕彦○	 比例北陸信越	 自由民主党
若林　健太○	 長野１区	 自由民主党
井出　庸生	 長野３区	 自由民主党
後藤　茂之○	 長野４区	 自由民主党
宮下　一郎○	 長野５区	 自由民主党
務台　俊介	 比例北陸信越	 自由民主党

　＜参議院＞　　
　議員名	 選挙区	 　政　党
加藤　明良	 茨城選挙区	 自由民主党
上月　良祐	 茨城選挙区	 自由民主党
堂込麻紀子	 茨城選挙区	 無 所 属
高橋　克法	 栃木選挙区	 自由民主党
清水　真人○	 群馬選挙区	 自由民主党
関口　昌一	 埼玉選挙区	 自由民主党
古川　俊治	 埼玉選挙区	 自由民主党
西田　実仁	 埼玉選挙区	 公 明 党
矢倉　克夫○	 埼玉選挙区	 公 明 党
上田　清司○	 埼玉選挙区	 無 所 属
熊谷　裕人○	 埼玉選挙区	 立憲民主党
高木　真理	 埼玉選挙区	 立憲民主党

○印は本人出席

＜関連団体・組織＞
日本税理士政治連盟　　　会　長　太田　直樹
東京税理士政治連盟　　　会　長　名倉　明彦
東京地方税理士政治連盟　会　長　三堀　孝夫
東京地方税理士政治連盟　幹事長　中川　公登
千葉県税理士政治連盟　　会　長　平野　芳和
千葉県税理士政治連盟　　幹事長　美保　哲夫
関東信越税理士会　　　　会　長　大山　博之
関東信越税理士国民健康保険組合
　　　　　　　　　　　　理事長　和久井　工
関東信越税理士協同組合連合会
　　　　　　　　　　　　理事長　吉村　　寛

 ご 来 賓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）
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 出席国会議員（早く帰られた議員の方の写真は掲載できませんでした。）　　　　　　　（敬称略・順不同）

若林健太衆議院議員 尾身朝子衆議院議員 福田達夫衆議院議員

穂坂泰衆議院議員矢倉克夫参議院議員枝野幸男衆議院議員上田清司参議院議員

宮下一郎衆議院議員

石井啓一衆議院議員

柴山昌彦衆議院議員

泉田裕彦衆議院議員

小宮山泰子衆議院議員

石川昭政衆議院議員

三ッ林裕巳衆議院議員

熊谷裕人参議院議員

塚田一郎衆議院議員

藤岡隆雄衆議院議員

清水真人参議院議員

後藤茂之衆議院議員

大島敦衆議院議員

小渕優子衆議院議員

福島伸享衆議院議員

中曽根康隆衆議院議員
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　懇 親 会 ス ナ ッ プ

小渕優子衆議院議員

穂坂泰衆議院議員

藤岡隆雄衆議院議員

大島敦衆議院議員

矢倉克夫参議院議員（左）、石井啓一衆議院議員（中央）

福島伸享衆議院議員

塚田一郎衆議院議員

石川昭政衆議院議員
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え
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税
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関
す
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に
規
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さ
れ
た

納
税
義
務
の
適
正
な
実
現
を
図
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。

税
理
士
法
第
49
条
の
11
（
建
議
等
）

税
理
士
会
は
、税
務
行
政
そ
の
他
租
税
又
は
税
理
士
に
関
す

る
制
度
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つ
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限
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あ
る
官
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に
建
議
し
、又
は
そ
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答
申
す
る
こ
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が
で
き
る
。
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目

中
小
法
人
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配
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進
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整
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与
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直
す
こ
と

⑴
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小
法
人
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と

⑵
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給
与
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し
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中
小
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人
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制
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引
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控
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上
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控
除
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控
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の
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直
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⑵
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の
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フ
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 ①
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与
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控
除
額
の
縮
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 ②
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的
年
金
等
控
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額
の
縮
減

所
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税

❖
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❖
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制
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な
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❖
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制
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目
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負
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と
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制

❸
適
正
な
事
務
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担
　
❹
時
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に
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す
る
税
制

❺
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明
な
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務
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政

建
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要
望
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成

税
制
に
対
す
る

基
本
的
な
視
点
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日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
概
要

　
日
本
税
理
士
会
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合
会
は
、税
理
士
の
使
命
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職
責
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か
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す
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す
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を
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茨城県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　原　口　哲　也

１．第48回定期大会
７月20日、水戸プラザホテル（水戸市）にお
いて ､茨城県税理士政治連盟第48回定期大会が
開催された。井上雅裕副幹事長の司会で始まり、
熊木利彰副会長の開会の言葉の後、若山実会長
からあいさつがあった。
議事は坂場信夫会員が議長となり、原口哲也幹
事長と小田島秀二会計幹事が議案説明をし、第１
号議案から第５号議案すべて承認可決された。
議事終了後、小林俊一関税政会長、長沼早苗
茨城県連会長から祝辞をいただいた。国会議員
からの祝電披露の後、根本明人副会長の閉会の
言葉で終了した。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位
置づけが２類から５類に引き下げられたことか
ら、定期大会終了後の茨城県連・茨税協・茨税
政の三会主催の懇親会は、定期大会にご出席い
ただいたご来賓の方々に加え、国会議員及び議
員秘書の方々を始め多数のご出席をいただき、
盛大に開催された。後援会を組織している国会
議員を含めて衆議院議員12人、参議院議員５人
を招待し、出席者は国会議員10人、代理の秘書
が３人の総数13人となった。また小林俊一関税
政会長が来賓として出席された。祝辞は、福島
伸享衆議院議員（無所属・茨城１区）、葉梨康
弘衆議院議員（自民党・茨城３区）、浅野哲衆
議院議員（国民民主党・茨城５区）、田所嘉德
衆議院議員（自民党・比例北関東）、石川昭政
衆議院議員（自民党・比例北関東）、青山大人
衆議院議員（立憲民主党・比例北関東）、上月
良祐参議院議員（自民党・茨城県）、小沼巧参
議院議員（立憲民主党・茨城県）、加藤明良参

議院議員（自民党・茨城県）、堂込麻紀子参議
院議員（無所属・茨城県）の10人からいただい
た。代理出席の秘書は壇上で簡単な自己紹介を
していただいた。来賓の方々と茨税政代議員と
の間で積極的な意見交換が行われ、親睦を深め
ることができた。

若山会長あいさつ

福島伸享衆議院議員

堂込麻紀子参議院議員（左から2人目）、浅野哲衆議院議員（右）

加藤明良参議院議員（左）、田所嘉德衆議院議員（右）
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石川昭政衆議院議員

　

青山大人衆議院議員

上月良祐参議院議員

小沼巧参議院議員

２．後援会活動
「令和６年度税制改正に関する要望」につい
て、各後援会の地元陳情が始まった。
（1）永岡桂子後援会
７月３日、池谷達郎後援会長以下２人で文部
科学大臣室で税制改正要望等の陳情活動を行う
とともに、表敬訪問を行った。

永岡桂子衆議院議員表敬訪問

（2）梶山弘志後援会
７月15日、若山実茨税政会長、金沢匡洋後援
会長以下18人で常陸太田市商工会館で総会を行
い、議員の国政報告を伺うとともに、税制改正
要望等の陳情活動を行った。

梶山弘志後援会定期総会

栃木県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　小　口　秀　一

１．第52回定期大会について
栃税政は、７月21日、昨年に引き続き宇都宮
東武ホテルグランデ（宇都宮市）において第52
回定期大会を開催した。本年も会場型の対面式
で開催することができ、42人の代議員と小林俊
一関税政会長をはじめとする６人の来賓と会計
監事を合わせ計49人が一堂に会することができ
た。大会は、小暮好市副幹事長の司会により、
柳川英一副会長の開会宣言、森島才子副幹事長
による、小林俊一関税政会長をはじめとする来
賓及び会計監事の紹介があった。その後、星野
昌弘栃税政会長から、大会開催にあたっての感
謝と会員増加を図っていきたい旨の決意表明を
交えたあいさつがあった。
続いて司会者から定足数の報告があり本大会
が有効に成立している旨が示され、議長の選任
を会場に諮り大橋英夫代議員（鹿沼支局）が議
長に選任された。議長は、議事録署名人に江原
弘義代議員（足利支局）と町田有政代議員（栃
木支局）の２人を指名し議事に入った。
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議案は、第１号議案から第７号議案まで全て
の議案が賛成多数で可決承認され議事は無事終
了した。
その後、承認された大会決議が海老原和弘副
幹事長から高らかに読み上げられ決意を新たに
した。
ここで、長く税政連に貢献された小池英之前
会長に星野会長から感謝状と記念品の贈呈が行
われた。小池前会長からは、感謝状をいただい
たことと長年にわたる皆様のご協力に感謝の言
葉が送られた。
この後、来賓を代表して小林俊一関税政会長
から祝辞をいただいた。最後に佐藤智章副会長
の閉会宣言により閉会した。

星野昌弘会長あいさつ

大橋議長

採決の様子

感謝状を受ける小池前会長

小林関税政会長

２．陳情について
６月12日衆議院議員会館において地元議員に
対する一斉陳情を行った。本年は栃税政会長が
代わったこともありご挨拶も兼ねての陳情と
なった。当日は議員本人に会えずに終わったの
で、８月に実施した地元陳情は後援会と共に行
い直接本人への陳情を行った。

群馬県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
小　野　朝　嗣

１．第52回定期大会
７月18日ホテルメトロポリタン高崎（高崎市）
において、第52回定期大会を開催した。ご来賓
に富岡賢治高崎市長、小林俊一関税政会長、鴻
田敦群馬県連会長、酒井豊群税協理事長、市花
宏之国保組合県連理事長のご臨席を賜った。
田村盛好顧問、小林馨相談役が議長に就任、
議事が進行され、上程された１号から６号まで
全ての議案が可決承認された。その後、６人の
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支局長から大会決議が読み上げられた。田子一
夫前群税政会長、栁澤彰前筆頭副幹事長、猪俣
健元石関たかし後援会長に感謝状が贈呈され、
ご来賓の方々から祝辞を頂戴して定期大会を終
了した。

石原仁会長あいさつ

定期大会の様子

支局長による大会決議文の朗読

２．第52回定期大会懇親会
定期大会終了後、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から中止となっていた懇親会を４
年ぶりに開催した。井野俊郎（自民党・群馬２
区）・尾身朝子（自民党・比例北関東）・福重隆
浩（公明党・比例北関東）衆議院議員、清水真
人参議院議員（自民党・群馬県）の参加をいた
だき、交流や意見交換が行われ和やかな雰囲気
のうちに終了した。

井野俊郎衆議院議員を囲んで

尾身朝子衆議院議員

福重隆浩衆議院議員

清水真人参議院議員

３．選挙対応
４月16日告示の高崎市長選挙に富岡賢治氏を推
薦候補に決定し、同日無投票での４選を果たした。
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富岡賢治高崎市長（左から二人目）

埼玉県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
新　井　　　正

第59回定期大会と埼玉県知事選挙
７月３日、定期大会をザ・キャピトルホテル
東急（千代田区）で開催した。本年は国会の会
期中でなかったため、懇親会では、国会議員ご
本人の出席が昨年より少なかったが、多くの秘
書の方が代理でご出席くださり盛会であった。
８月６日に埼玉県知事選挙が期日を迎え、投
開票が行われた。結果は、現職であった大野元
裕氏が２期目となる当選を決めた。
選挙前から投票率の低さが危惧されていた
が、その結果は23.76％と、全国の県知事選挙
として過去最低となった。選挙民の政治離れで
ある。
我々政治連盟は連日、大野知事の街頭演説、
ミニ集会に参加し政治連盟をピーアールした。
暑い中、役員の皆様のご尽力に感謝いたします。

定期大会の様子

新潟県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
田　中　　　操

１．第56回定期大会を開催

池淳一県税政会長あいさつ

　

松田聡県連会長あいさつ

７月25日、ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
（新潟市）において第56回定期大会を開催した。
新型コロナウイルス感染症が「５類感染症」
に位置づけられた状況に鑑み、大会はコロナウ
イルス流行以前の運営方法により開催し、代議
員83人のうち59人が出席、17人は委任状により
議決権を行使した。

古川和夫議長就任あいさつ

全員による大会決議文の唱和
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小林俊一関税政会長あいさつ

議長に古川和夫顧問を選出し、第１号議案か
ら第６号議案までいずれも賛成多数で可決承認
された。
続いて、齋藤嘉一広報委員長にあわせて大会
決議文を全員で力強く唱和した。

２．税理士会と共催による懇親会を開催
定期大会終了後には国会議員の皆様との懇親
会を税理士会県連と共催により開催し、受付順
に国会議員の皆様からごあいさつをいただき、
各支局のテーブルにて懇談した。

髙鳥修一衆議院議員

　

泉田裕彦衆議院議員

打越さく良参議院議員

　

菊田まきこ衆議院議員

細田健一衆議院議員

　

米山隆一衆議院議員

３．令和６年度税制改正要望等の地元陳情活動
について
陳情活動資料として「令和６年度の税制改正
に関する要望」「令和６年度税制改正に関する
建議・要望リーフレット」「税制改正に関する
要望書及び概要の補足資料」が整い、各支局及
び後援会を窓口として７月26日から陳情活動を
開始した。
13人の国会議員の皆様への陳情は、取り纏め
責任者を10人体制で実施した。
日程調整も難しいなか、８月31日まで奮闘し
ていただいた。

長野県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
堀　内　義　広

１．関東信越税理士政治連盟第57回定期大会
７月３日、コロナへの対応が緩和され通常開
催で定期大会がザ・キャピトルホテル東急（千
代田区）にて執り行われた。昨年は４人であっ
た長野県選出の代議員も、成澤優一朗会長をは
じめ18人での参加となった。定期大会では、自
民党税制調査会幹事である長野県選出の若林健
太衆議院議員（自民党・長野１区）が国政報告
を行った。懇親会では、公務でお忙しいなか経
済再生担当大臣の後藤茂之（自民党・長野４区）・
宮下一郎（自民党・長野５区）・若林健太衆議
院議員にご参加いただき、務台俊介（自民党・
長野２区）・井出庸生（自民党・長野３区）衆
議院議員には秘書の方々にご参加いただいた。
たいへん有意義で楽しいひと時を過ごした。

国政報告をする若林健太衆議院議員
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後藤茂之衆議院議員

　

宮下一郎衆議院議員

若林・宮下・議員と長税政役員

若林・宮下・後藤議員と長税政役員・コロナ緩和により親しく歓談

２．長野県税理士政治連盟第48回定期大会
第48回定期大会が７月18日ホテルブエナビス
タ（松本市）において開催された。関東信越税
理士政治連盟の定期大会同様にコロナ緩和措置
により代議員70人中、本人出席41人委任状出席
15人と大勢参加された。
議長に星野直信相談役を選出し、議事は第１
号議案から第６号議案まですべての議事が承認
可決された。また、若林健太衆議院議員にごあ
いさついただき、務台俊介衆議院議員には基調
講演をしていただいた。
懇親会は、同日同所で開催された第67回県連
定期総会と合同で催された。国会議員の先生方
からいただいた祝電を篠原副幹事長がご披露
し、関東信越税理士政治連盟の岸生子幹事長に
ご祝辞をいただき、祝宴は賑やかなうちにお開
きとなった。

成澤会長あいさつ

　

若林健太衆議院議員あいさつ

務台俊介衆議院議員基調講演

　

岸関税政幹事長祝辞

大会決議

３．長野県税政連の活動【令和５年７月31日現在】
・４月10日　第１回正副会長・正副幹事長合同

会議
・４月18日　第１回幹事会
・５月18日　麻生派「志公会」出席
・５月26日　監査会
・６月１日			第２回正副会長・正副幹事長合同

会議
・６月13日　第２回幹事会
・７月18日　第48回定期大会

４．陳情活動について
「令和６年度税制改正に関する建議・要望」
について地元の陳情活動は、各後援会・県税政
連の同行役員・県選出の衆議院議員の先生方も
コロナ緩和措置により活動が活発となっており
なかなか日程が合わないので、全後援会とも８
月に執り行うこととした。
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編集後記編集後記
広報委員長　小野　朝嗣広報委員長　小野　朝嗣

政治連盟の活動に無縁だった私が、広報委員長を
仰せつかりました。精一杯務めますので、会員皆
様のご指導ご協力をお願い申し上げます。
今秋に噂される解散総選挙、10月スタートのイ
ンボイス制度・・記事に不足はなさそうですが・・・
２年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

広報副委員長　三輪　洋之広報副委員長　三輪　洋之

副委員長として、２期目の広報委員会を担当する
ことになりました。１期目はほとんどの期間がコ
ロナ禍であり、校正作業もオンラインになってし
まいましたが、今期は対面による校正作業ができ
ると思います。会員の皆様により多くの情報をお
伝えできるよう、頑張っていきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

広報委員　土屋　秀広報委員　土屋　秀

昨年度から引き続き広報委員に就任することとな
りました土屋と申します。令和５年度は、インボ
イス制度、電子帳簿保存法と２大改正が控えてお
り、中小企業の実務に寄り添う私達税理士からの
陳情を通し、より良い税制の確立が税理士の社会
的地位の向上に繋がるものと考えられます。
会員の皆様方へ向けて有益な情報発信に一年間努
めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。

広報委員　岡部　記和広報委員　岡部　記和

コロナが落ち着いてきたことで、議員の先生方と
お会いできる機会も増えたように感じています。
以前のように多くの先生方を囲み、税政連の活動

が積極的に展開されている様子をお伝えしていき
たいと思います。

広報委員　小板橋　敬之広報委員　小板橋　敬之

広報委員も早いもので４期目になります。初心に
帰り校正作業を通して読者の皆様に少しでもわか
りやすく関税政の活動をお伝えすることができれ
ばと考えています。
よろしくお願いいたします。

広報委員　杉野　幸恵広報委員　杉野　幸恵

コロナが５類になって、さまざまな活動が再開さ
れています。広報委員として税制建議実現のため
に行う政治連盟の活動を、みなさまに伝えられる
ようにしてまいります。微力ですがどうぞよろし
くお願いいたします。

広報委員　齋藤　嘉一広報委員　齋藤　嘉一

前期に引き続き広報委員を拝命いたしました。コ
ロナの影響で、直接大宮に出向き、編集会議に参
加できたのは１回だけですので、その分、税政連
の役員の皆様の負担が大きいものと思います。今
期は、委員及び役員の皆様と直接お会いし、大宮
で編集会議ができることを期待しています。

広報委員　宇賀田　伸彦広報委員　宇賀田　伸彦

このたび、「関税政」の編集委員となりました。こ
こ３年あまりコロナの影響で通常の活動ができな
かったと伺っていますが、復活してきた関税政の
活動をお届けすべくやっていきたいと思います。
ご理解ご協力のほど、よろしくおねがいします！
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